
第１６号議案資料 

令和８年２月１９日 

指 導 部 

 

 

東京都教職員研修センター処務規則の一部を改正する規則の制定について 

 

 東京都教職員研修センター処務規則（平成 13年東京都教育委員会規則第６号）の一

部を以下のとおり改正する。 

 

１ 改正理由 

(1)  令和７年６月 18 日付けで「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関

する特別措置法等の一部を改正する法律」（令和７年法律第 68 号）が公布され、

学校教育法（昭和 22 年法律第 26号）の改正により、「主務教諭」の職の創設が

行われることとなった。これを踏まえ、所要の改正を行う。 

(2)  平成 14 年度に、講師認定事業は、専門性の高い教員を講師として認定し、校

内研修の支援や教員の資質・能力向上を目的として設置したが、この間、指導教

諭の設置や指導主事の訪問支援等の仕組みが整備されたことから、所要の改正を

行う。 

 

２ 改正内容 

(1)  第３条の表 企画部の部総務課の項第６号中「、主務教諭」を加える。 

(2)  同部企画課の項第４号中「及び認定講師」を削除する。 

(3)  同表研修部の部教育経営課の項第４号中「主任教諭」を「主務教諭」に改め

る。 

 

３ 施行期日 

  令和８年４月１日 

 

４ その他 

  本案決定後、知事に公報登載を依頼する。 
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